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資産運用会社の社内規程（運用ガイドライン）の変更に関するお知らせ 
 
クリード･オフィス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の資産運用会社であるクリード・リート・

アドバイザーズ株式会社は、本日開催の取締役会において、社内規程である「運用ガイドライン」の変更に

ついて決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

  

1. 概要 

  

① ポートフォリオ構築方針及び個別投資不動産の売却方針の変更について 

当投資法人は、中長期的な観点から、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して資

産運用を行うことを基本方針としています。今回、本投資法人の投資主に対する毎営業期間の金銭

の分配額の安定化の観点から、賃貸事業利益のみならず個別不動産の売却益をより機動的に活用す

ることにより分配額の安定化を図ることを目的として、運用ガイドラインのポートフォリオ構築方

針及び個別投資不動産の売却方針を変更しました。 

 

② その他の変更について 

平成 19 年 9 月 14 日開催の投資主総会において決議された投資法人規約の変更をしたこと、及び

平成 19 年 5 月 25 日に株式会社格付投資情報センター（R&I）より発行体格付 A-を取得したことに

伴い、運用ガイドラインを変更しました。その他、必要な規程の加除、表現の変更及び明確化を目

的として、運用ガイドラインを変更しました。 

 

2. 変更内容 

   変更内容の詳細は別紙「運用ガイドラインの変更内容（詳細）」をご参照ください。 

 

 

以 上 

 

 

＜添付資料＞ 

  運用ガイドラインの変更内容（詳細） 

   

 

※ 本資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

※ 本投資法人のホームページアドレス：http://www.creed-office.co.jp 



 
＜添付資料＞  運用ガイドラインの変更内容（詳細） 

 
（下線部分は変更部分を示します。） 

変更後 変更前（現行ガイドライン） 

第 1条（本ガイドラインの制定・適用） 

クリード・リート・アドバイザーズ株式会社（以下「当

社」という。）は、クリード･オフィス投資法人規約（平

成 17 年 11 月 18 日制定、その後の改正・改定を含む。

以下「規約」という。）及び投資信託及び投資法人に

関する法律（昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正

を含む。以下「投信法」という。）に基づき、運用ガ

イドライン（以下「本ガイドライン」という。）を制

定する。なお、本ガイドラインは、当社が資産運用業

務委託契約（平成 17 年 11 月 18 日締結、その後の変

更を含む。）に基づき、クリード･オフィス投資法人（以

下「本投資法人」という。）の委託を受けて行う資産

運用業務に適用する。 

 

第 2 条（組織及び手続き） 

資産運用業務にかかる当社の組織及び手続きは、当社

の業務方法書、業務分掌規程、職務責任権限規程、資

産運用管理規程その他の社内規程に従うものとする。

 

 

第 3 条（本ガイドラインの変更等） 

1． （現行どおり） 

2． 本ガイドラインは、市場動向、法制、一般経済情

勢等を踏まえ、原則として一年に一度見直しを行

う。また、投資環境の大幅な変化があったときは、

本ガイドラインを随時変更するものとする。 

3． （現行どおり） 

4． （現行どおり） 

 

第 6 条（アロケーション方針） 

1． （現行どおり） 

2． （現行どおり） 

第 1条（本ガイドラインの制定・適用） 

クリード・リート・アドバイザーズ株式会社（以下「当

社」という。）は、クリード･オフィス投資法人規約（平

成 17 年 11 月 18 日制定、その後の改正・改定を含む。

以下「規約」という。）及び投資信託及び投資法人に

関する法律（昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正

を含む。以下「投信法」という。）に基づき、運用ガ

イドライン（以下「本ガイドライン」という。）を制

定する。なお、本ガイドラインは、当社が資産運用業

務委託契約（平成 17 年 11 月 18 日締結、その後の変

更を含む。以下「業務委託契約」という。）に基づき、

クリード･オフィス投資法人（以下「本投資法人」と

いう。）の委託を受けて行う資産運用業務に適用する。

 

第 2条（組織及び手続き） 

資産運用業務にかかる当社の組織及び手続きは、当社

の業務方法書、業務分掌規程、職務責任権限規程、資

産運用管理規程、その他の社内規程に従うものとす

る。 

 

第 3 条（本ガイドラインの変更等） 

1． （記載省略） 

2． 本ガイドラインは、市場動向、法制、一般経済情

勢等を踏まえ、原則として一年に一度見直しを行

う。また、投資環境の大幅な変化があったときは、

運用ガイドラインを随時変更するものとする。 

3． （記載省略） 

4． （記載省略） 

 

第 6 条（アロケーション方針） 

1． （記載省略） 

2． （記載省略） 



 
3． 首都圏に所在する物件を中心に投資するが、首都

圏以外にも底堅い需要を取り込めるエリアがあ

り、またポートフォリオの地域分散及び自然災害

リスクの軽減を図るため、市場規模及びリスクと

リターンを勘案しながら、関西圏及び 5 大都市

圏、その他主要都市に所在する競争力のある物件

についても投資を行う。 

4.  当社は、ポートフォリオの構築に当たっては、運

用資産が持つ潜在能力に着目し、将来における

収益性の向上余地により運用資産をタイプ A と

タイプ B に分類し運用することで、投資主利益

の極大化と収益の安定的獲得を図る。具体的に

は、タイプ A とは、一定の収益力は発揮できて

いるがその収益性に向上余地がある運用資産を

いい、タイプ B とは、リニューアル工事等によ

りその潜在能力を十分に発揮できている運用資

産をいう。当社は、タイプ B を中心に柔軟かつ

機動的に物件の売却を行い、内部成長の成果を

実現させて収益機会の獲得を図る。 

また、運用資産の資産区分については、リニ

ューアル工事の実施の程度、経済環境・不動産

市況等の変化等を踏まえて、定期的に見直しの

必要性を検討したうえで、当社の判断により変

更することがある。 

5.  地域や用途による投資比率の目標については、別

紙【1．投資不動産の地域区分 】及び【2．投資

不動産の用途区分】記載の通りとする。 

 

第 7 条（取得方針） 

1． 投資対象物件の取得に当たっては、別紙【3．投

資対象物件の取得における検討項目】に挙げる

調査項目に基づいて、経済的調査、物理的調査

及び法律的調査を十分実施し、キャッシュ･フロ

ーの安定性・成長性等を阻害する要因等の存否

等の把握を中心とした、当該物件の投資対象と

3． 首都圏に所在する物件を中心に投資するが、首都

圏以外にも底堅い需要を取り込めるエリアがあ

り、またポートフォリオの地域分散及び自然災害

リスクの軽減を図るため、市場規模及びリスクと

リターンを勘案しながら、関西圏及び 5 大都市

圏、全国その他主要都市に所在する競争力のある

物件についても投資を行う。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 地域や用途による投資比率の目標については、別

紙 1.2 記載の通りとする。 

 

 

第 7 条（取得方針） 

1． 投資対象物件の取得に当たっては、別紙 3に挙げ

る調査項目に基づいて、経済的調査、物理的調査

及び法律的調査を十分実施し、キャッシュ･フロ

ーの安定性・成長性等を阻害する要因等の存否等

の把握を中心とした、当該物件の投資対象として

の妥当性を検討する。 



 
しての妥当性を検討する。 

2． （現行どおり） 

3． 投資対象物件の取得に当たっては、原則として

別紙【4．投資不動産の基本スペック】記載の「基

本スペック」の基準を考慮のうえ決定する。但

し、「基本スペック」の一部を満たさない物件で

あっても、物件の競争力・収益性等を勘案した

上で総合的に判断して取得することがある。 

4． （現行どおり） 

5. 取得決議時において未竣工のいわゆる開発物件

のうち、売買契約時までに下記の条件を満たす物

件については、完工・引渡等のリスクが十分軽減

できていると考えられるため、本投資法人はこれ

を取得することができるものとする。但し、本投

資法人が自ら土地を購入し当該土地上に新たに

建物を建築する開発型投資は行わない。 

① （現行どおり） 

② 不動産鑑定業者から不動産鑑定評価書又

はこれに準ずる不動産価格調査報告書が

得られること（別紙【3．投資対象物件の

取得における検討項目】の注参照）。 

③ （現行どおり） 

6. （現行どおり） 

 

第 8 条（リーシング方針） 

1. （現行どおり） 

2. （現行どおり） 

3. （現行どおり） 

4. 賃貸借契約における賃料・敷金及び契約期間の

扱いについては、以下を基本とする。 

（1） 賃料 

（現行どおり） 

（2） 敷金 

（現行どおり） 

（3） 契約期間 

 

2． （記載省略） 

3． 投資対象物件の取得に当たっては、原則として別

紙 4.記載の「基本スペック」の基準を考慮のう

え決定する。但し、「基本スペック」の一部を満

たさない物件であっても、物件の競争力・収益性

等を勘案した上で総合的に判断して取得するこ

とがある。 

4． （記載省略） 

5. 取得決議時において未竣工のいわゆる開発物件

のうち、売買契約時までに下記の条件を満たす物

件については、完工・引渡等のリスクが十分軽減

出来ていると考えられるため、本投資法人はこれ

を取得することができるものとする。但し、投資

法人が自ら土地を購入し当該土地上に新たに建

物を建築する開発型投資は行わない。 

① （記載省略） 

② 不動産鑑定業者から不動産鑑定評価書又

はこれに準ずる不動産価格調査報告書が

得られること（別紙 3.「投資対象物件の

取得における検討項目」の注参照）。 

③ （記載省略） 

6. （記載省略） 

 

第 8 条（リーシング方針） 

1. （記載省略） 

2. （記載省略） 

3. （記載省略） 

4. 賃貸借契約における賃料・敷金及び契約期間の

扱いについては、以下を基本とする。 

（1） 賃料 

（記載省略） 

（2） 敷金 

（記載省略） 

（3） 契約期間 



 
2 年間の普通借家契約を基本とするが、物件の特

性や不動産賃貸市場の状況に応じてさらに長期

間の契約締結が有利と判断される場合は、契約期

間の長期化又は定期借家契約（借地借家法（平成

3 年法律第 90 号。その後の改正を含む。）第 38

条第 1項）の導入も検討する。 

 

 

第 12 条（ポートフォリオの見直し・売却方針） 

1． 当社は、次項以下に定めるところに従い、ポート

フォリオの構成を見直し、個別投資不動産を売却

することがある。なお、ポートフォリオの構成の

見直し及び個別投資不動産の売却に際しては、当

社は、国内外の経済動向及び不動産市場の動向を

分析し、売却後のポートフォリオの資産構成が、

中長期的な観点から見て安定した収益を確保す

ることができるかどうかの検討を行い、更に個別

投資不動産等の現状の収益状況や将来収益の予

測等を考慮した上で、売却するか否かを検討する

ものとする。当社は、賃貸事業利益のみならず個

別投資不動産の売却益を活用することにより、本

投資法人の投資主に対する毎営業期間の金銭の

分配額の安定化に努めるものとする。 

2． 個別の投資不動産等について以下のいずれかの

事項に該当すると判断した場合、その売却を検討

する。 

（1） （現行どおり） 

（2） （現行どおり） 

（3） （現行どおり） 

（4）タイプ Bにつき、市場タイミング等を見計らい

ながら、未実現含み益の実現を図ることが本投

資法人の収益に寄与すると判断した場合 

3． （現行どおり） 

 

第 13 条（財務方針） 

2 年間の普通借家契約を基本とするが、物件の特

性や不動産賃貸市場の状況に応じてさらに長期

間の契約締結が有利と判断される場合は、契約期

間の長期化又は定期借家契約（借地借家法（平成

3年法律第 90 号。その後の改正を含む。）（以下「借

地借家法」という。）第 38 条第 1項）の導入も検

討する。 

 

第 12 条（ポートフォリオの見直し・売却方針） 

1． 国内の経済動向及び不動産市場の動向を分析し、

ポートフォリオの資産構成が中長期的な観点か

ら見て適切かどうか、個別投資不動産等の現状の

収益状況や将来収益の予測も考慮したうえで、ポ

ートフォリオの構成を適宜見直し、適切な構成を

維持するよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2． 個別の投資不動産等について以下のいずれかの

事項に該当すると判断した場合、その売却を検討

する。 

（1） （記載省略） 

（2） （記載省略） 

（3） （記載省略） 

（新設） 

 

 

3． （記載省略） 

 

第 13 条（財務方針） 



 
1. （現行どおり） 

2. 投資口の追加発行は、総資産額に対する借入金

及び投資法人債の合計額の割合（以下「有利子

負債比率」という。）や投資物件の取得計画等を

勘案した上で、投資口の希薄化にも配慮しつつ、

実行する。 

3. 負債による資金調達については、下記の基本方

針に従って実施する。 

（1） （現行どおり） 

（2） （現行どおり） 

（3） 長期かつ安定的な資金調達と調達先の分散を

目的として投資法人債の発行も検討する。 

 

（4） （現行どおり） 

（5） （現行どおり） 

4.  （現行どおり） 

 

第 14 条（情報開示方針） 

情報開示については、投信法、金融商品取引法、東京

証券取引所及び社団法人投資信託協会等がそれぞれ

要請する内容及び様式に従って、迅速・正確かつ公平

な情報開示とともに、投資家にとって分かりやすい情

報の提供に努める。詳細については、別途制定の適時

開示規程に従う。 

 

第 15 条（分配方針） 

本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を

行うものとする。 

（1） 利益の分配（規約第 34 条第 1号） 

(イ)  本投資法人の利益の金額（以下「分配可能

金額」という。）は、わが国において一般に公

正妥当と認められる企業会計の慣行に従い計

算される利益とする。 

 

 

1.  （現行どおり） 

2. 投資口の追加発行は、総資産額に対する借入金

及び投資法人債の合計額の割合（以下「有利子

負債比率」という）や投資物件の取得計画等を

勘案した上で、投資口の希薄化にも配慮しつつ、

実行する。 

3. 負債による資金調達については、下記の基本方

針に従って実施する。 

（1） （現行どおり） 

（1） （現行どおり） 

（2） 長期かつ安定的な資金調達と調達先の分散を

目的として投資法人債の発行も検討する。その

ために上場後速やかに格付取得を目指す。 

（3） （現行どおり） 

（4） （現行どおり） 

4.  （現行どおり） 

 

第 14 条（情報開示方針） 

情報開示については、投信法、証券取引法、東京証券

取引所及び社団法人投資信託協会等がそれぞれ要請

する内容及び様式に従って、迅速・正確かつ公平な情

報開示とともに、投資家にとって分かりやすい情報の

提供に努める。詳細については、別途制定の適時開示

規程に従う。 

 

第 15 条（分配方針） 

本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を

行うものとする。 

（1） 利益の分配（規約第 34 条第 1号） 

(イ)  投資主に分配する金銭の総額のうち、投信

法第 136 条第 1 項に定める利益の金額（以下

「分配可能金額」という。）は、わが国におい

て一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して計算される利益（決算期の貸借

対照表上の資産合計額から負債合計額を控除



 
 

 

 

(ロ)  分配金額は、原則として租税特別措置法（昭

和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含む。）

第 67 条の 15 第 1 項に規定される本投資法人

の配当可能所得の金額（以下「配当可能所得

の金額」という。）の 100 分の 90 に相当する

金額を超えて分配するものとして本投資法人

が決定する金額とする。 

   （以下、現行どおり） 

（2） 利益を超えた金銭の配分 

本投資法人は、分配可能金額が配当可能所得の金額

の 100 分の 90 に相当する金額に満たない場合、又は

本投資法人が適切と判断した場合、社団法人投資信託

協会（以下「投信協会」という。）の規則に定められ

る金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、

利益を超えた金銭として分配することができる。ただ

し、金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定

における要件を満たさない場合には、当該要件を満た

す目的をもって本投資法人が決定した金額をもって

金銭の分配をすることができる（規約第34条第2号）。

（以下、現行どおり） 

（3） 分配金の分配（規約第 34 条第 3号） 

分配は、金銭により行うものとし、原則として決算

期から 3か月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿

（実質投資主名簿を含む。）に記載又は記録のある投

資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口

数に応じて分配する。 

（4） 分配金請求権の除斥期間（規約第 34 条第 4号）

（現行どおり） 

（5） 投信協会規則（規約第 34 条第 5号） 

 

本投資法人は、上記(1)から(4)のほか、金銭の分配

にあたっては、投信協会の定める規則等に従うものと

した金額（純資産額）から出資総額、出資剰

余金及び評価差額金の合計額（出資総額等）

を控除した金額をいう。）とする。 

(ロ)  分配金額は、原則として租税特別措置法（昭

和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含む。）

第 67 条の 15 に規定される本投資法人の配当

可能所得の金額（以下「配当可能所得の金額」

という。）の 100 分の 90 に相当する金額を超

えて分配するものとして本投資法人が決定す

る金額とする。 

（以下、記載省略） 

（2） 利益を超えた金銭の配分 

本投資法人は、分配可能金額が配当可能所得の金額

の 100 分の 90 に相当する金額に満たない場合、又は

本投資法人が適切と判断した場合、社団法人投資信託

協会の規則に定められる金額を限度として、本投資法

人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配す

ることができる。ただし、金銭の分配金額が投資法人

に係る課税の特例規定における要件を満たさない場

合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が

決定した金額をもって金銭の分配をすることができ

る（規約第 34 条第 2号）。 

（以下、記載省略） 

（3） 分配金の分配（規約第 34 条第 3号） 

分配は、金銭により行うものとし、原則として決算

期から 3か月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿

（実質投資主名簿を含む。）に記載のある投資主又は

登録質権者を対象に投資口の所有口数に応じて分配

する。 

（4） 分配金請求権の除斥期間（規約第 34 条第 4号）

（現行どおり） 

（5） 社団法人投資信託協会規則（規約第 34 条第 5

号） 

本投資法人は、上記(1)から(4)のほか、金銭の分配

にあたっては、社団法人投資信託協会の定める規則等



 
する。 に従うものとする。 

 

（その他の変更点） 

上記の変更の他に、本ガイドライン第 1条乃至第 13 条の条文表題の下線を削除しました。 

以上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


